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あなたの個人情報を不正取得から守りましょう！

戸籍謄本等本人通知制度
川口市に戸籍や住民票があるかたの戸籍謄本、住民票の写
しなどが第三者に交付されたことを通知する制度です。事
前登録が必要ですので、手続きをお願いします。

通知対象になる第三者
⇒委任状による代理人や弁護士など。
なお、裁判や紛争、遺言書作成にかかるものの請求は除きます。

通知内容
⇒交付した証明書の種類、交付年月日、交付枚数。

通知を希望するかたは、以下をご用意ください。〔事前登録必要書類〕
○川口市本人通知制度事前登録申込書（コピー可）
　下記の申込書を登録人数分ご用意ください。
○本人確認書類※、印鑑（スタンプ印不可）
★代理人は、通知を希望する本人からの委任状、法定代理人は、

戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類が必要です。
※本人確認書類
　運転免許証など官公署が発行した写真付きの身分証明書、

健康保険証、在留カードなど
〈郵便申し込み〉事前登録申込書に記入、押印の上、本人　

確認書類のコピー（代理人、法定代理人は★が必要）を下
記郵送先へお送りください。

　郵送先： 〒３３２‒８６０１  青木２丁目１番１号  市民課
川口市マスコット
「きゅぽらん」

問い合わせ：市民課　i048‒258‒1608
　　　　　　　　　　E048‒250‒1169
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受付者 受付№受付場所

年　　　月　　　日（あて先）川口市長

川口市本人通知制度事前登録申込書

申　　込　　者

申込者の区分

法定代理人の区分 １　未成年者の法定代理人　　　　　２　成年被後見人の法定代理人

本人等の確認書類 □運転免許証 □パスポート □住民基本台帳カード □健康保険証 □その他（　　　　　　　　　　　　  ）

【法定代理人が申込みをする場合は、下のどちらかの番号に○をしてください。】

　川口市戸籍謄本等本人通知制度に関する要綱第４条の規定に基づき、次のとおり事前登録を申し込みます。

１　本人　　　２　法定代理人　　　３　代理人

住　　所 〒　　　－

　　　（　　　　　）

フリガナ

フリガナ

年　　　月　　　日 性　別 男　　・　　女

筆頭者氏名

通知を希望する住所

通知を希望する本籍地

　　　　　　　　（　　　　　　　　）

氏　　名

電話番号

印

通知を希望する者の氏名
（住民票の写し等に記載の
ある者）

※１　ご案内パンフレットをよく読み、承諾された方は右の□にチェックを願います。→□承諾します。
（ご案内パンフレットは、登録の申し込みの際にお渡しします。郵便での申し込みのときには、郵送いたしますので、お手元に届
き次第ご確認をお願い致します。）

※２　各欄に必要事項を記入し、該当する番号に○印を付けてください
※３　次の書類を提出し、又は提示してください。

（１）　あなたが本人であることを証明する書類（住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証等）
（２）　あなたが法定代理人であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本等）
（３）　あなたがこの申込みに係る代理人であるときは、併せてその旨を証明する書類（委任状等）

生　　年　　月　　日

住　　　　　　　　所

本　　　　　　　　籍

電　　話　　番　　号

　自分が書いていない委任状で戸籍謄
本が取られてしまうなどの不正取得に
いち早く気付くことができます。
　登録は、市民課、支所、川口駅前行
政センター（市民サービス第３係）へ。
郵送でも申し込みできます。
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問い合わせ…警防課　i048-261-8971　k048-261-5955

問い合わせ…救急課　i048-261-8974　k048-261-5955

小児
（15歳未満） 大人
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●救急医療情報県民案内（24時間）
　i048-824-4199（歯科・精神科除く）

●大人の救急電話相談
　i＃7000 またはi048-824-4199
　毎日18:30 ～ 22:30
●小児救急電話相談
　i＃8000 またはi048-833-7911
　月～土曜日19:00 ～翌7:00
　日曜・祝日、年末年始9:00 ～翌7:00

●消防車・救急車・県防災航空隊ヘリコプターの展示
●高度救助隊による訓練デモンストレーション
●はしご車搭乗、起震車による地震体験
●心肺蘇生法・AED体験コーナー
●消防団ＰＲコーナー
●炊き出し訓練
　　　　　　　※天候や災害により内容を変更する場合があります。

病
気
や
け
が
の
と
き
は

市内公共施設で「救急車を
上手に使いましょう」リー
フレットを配布していま
す。消防局ホームページに
も掲載しています。

救急相談窓口

こんな症状があったらすぐに救急車を呼んでください
●頭を痛がって、けいれんがある
●頭を強くぶつけて出血が止まらない
　意識がない・けいれんがある

頭

●唇が紫色で呼吸が弱い顔

●激しいせきをして呼吸が
　苦しく、顔色が悪い胸

●激しい腹痛で苦しがり、
　嘔吐が止まらない
●便に血が混じる

腹

●手足が硬直している手足

●突然の激しい頭痛
●突然の高熱頭

●顔半分が動きにくい・しびれる
●ろれつが回りにくい、うまく話せない
●物が突然二重に見える
●顔色が悪い

顔

●突然の激痛
●急な息切れ・呼吸困難
●胸の中央が締め付けられる
　（圧迫される）ような痛みが続く

胸
背中

●突然の激しい腹痛
●吐血や下血がある腹

●突然のしびれ
●突然、片方の腕や足に力が
　入らなくなる

手足

3/1日
8:00～12:00
SKIPシティ

家族
で楽
しみながら安全を学ぶ

傷病程度別搬送状況

川口市
【平成26年】
搬送者数
21,894人

軽症（入院を必要としない）
55％

中等症（3週間未満
の入院が必要）
　　34％

重症（3週間以上
の入院が必要）
　　10％

死亡1％

救
急
車
の
出
場
件
数
が
年
々
増
加
し
、
本

当
に
救
急
車
を
必
要
と
し
て
い
る
か
た
が

利
用
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
救
急

車
や
救
急
医
療
は
限
り
あ
る
資
源
で
す
。

い
ざ
と
い
う
と
き
の
皆
さ
ん
自
身
の
安
心

の
た
め
に
、
救
急
車
の
適
正
利
用
を
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

1
日
平
均
70
件
出
場

消防防災フェア消防防災フェア消防防災フェア

※8:00～9:00は消防訓練のみ実施します。


